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論点２ 中小企業における障害者雇用の推進 



論点１ 多様な働き方のニーズ等に対応した障害者の働き方の質の向上 

  １－１ 障害者の職業生活の自立の推進 

（障害者全般、中高年齢障害者、精神障害者等） 

  １－２ 週２０時間未満勤務の障害者への対応 

  １－３ 在宅就業等の雇用以外の働き方をする障害者への対応 

（在宅就業支援制度等について） 

  １－４ 地域の支援機関の連携促進や各種支援策の在り方 等 

論点２ 中小企業における障害者雇用の推進 

論点３ その他、制度の在り方について 

本研究会において今後検討を行って頂きたい論点 
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ヒアリング等において出された意見（中小企業における障害者雇用の推進等） 

○ 中小企業における障害者雇用に関して、関係団体等からのヒアリングにおいて、次のような意見が出たところである。 

 

（中小企業における障害者雇用の推進） 

・ 雇用の質に対する考え方が人それぞれ異なる中で、障害者についてもいろいろな取組をしている場合には、それを公

的に評価するというのはどうか。 

・ 雇用率に関係ない50人以下の企業で地域に密着して障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業に対しても何らかの

評価や、具体的な支援メニューを設け、地域社会の担い手としての評価を公にしていく必要があるのではないか。 

・ 中小企業の場合には、就業を希望する障害者とのマッチングが困難なケースも見られるので、公共事業入札時の加点

評価や税の減免措置等、企業の事業活動上のインセンティブ措置を拡充することで意欲を喚起することも考えられる。 

・ 障害者雇用のノウハウがある親企業が、中小の子会社に対して、配置型ジョブコーチの派遣や企業内セミナーの開催

を提案し、障害者雇用に取り組める環境作りを支援する仕組みはどうか。 

・ 零細企業の場合、単独での雇用については中小企業よりも負担が大きいので、複数の零細企業での雇用をカウントで

きる仕組みを工夫すると良いのではないかと考える 

 

（障害者雇用納付金） 

・ 障害者雇用納付金について、その対象企業は障害者雇用率の義務のある事業主まで拡大すべきではないか。 

・ 納付金が、障害者雇用にあたり事業主間の経済的負担を調整することを目的としているのであれば、１人当たりの納

付金の額を引き上げる必要があると思われる。 

 

（障害者雇用調整金・報奨金） 

・ 納付金財政の支出のうち、調整金が占める割合が非常に高いことを踏まえ、また、企業に対する更なるインセンティブ

を付与する意味からも、調整金を一律に支給するのではなく、法定雇用率を超えて雇用されている障害者数の割合に応

じて支給額にメリハリをつけてはどうか。 

・ 中小企業における障害者雇用が更に進むよう、報奨金や調整金の額を増額することも検討すべきではないか。 
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労働関係等の認証制度の事例（概略） 

健康経営銘柄（経済産業省） 

○ 日本再興戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に対する取組の一つ。 

○ 東京証券取引所の上場会社の中から「健康経営」に優れた企業を選定し、長期的な視点からの企業価値
の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による「健康経営」の取組を
促進することを目指す。 

○ 若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企
業（常用労働者300人以下）を厚生労働大臣が認定。 

○ 認定のメリット：①ハローワーク等での重点的ＰＲ、②認定企業限定の就職面接会への参加、③自社の商
品、広告等への認定マークの使用、④関係助成金の加算、⑤日本政策金融公庫による低利融資、⑥公共
調達における加算評価 

安全衛生優良企業（厚生労働省） 

○ 労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善してい
るとして、厚生労働省が認定（有効期間は３年間）。 

○ 認定のメリット：認定マークの使用による健康・安全・働きやすい優良企業であることのPR 

えるぼし認定（厚生労働省） 

○ 女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施
状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定。 

○ 認定のメリット：①認定マークの使用による女性活躍推進企業であることのＰＲ、②公共調達における加点
評価 

ユースエール認定（厚生労働省） 209社（平成29年6月30日時点） 

 36社（平成29年5月28日時点） 

３段階目396社、２段階目188社、１段階目３社（平成29年5月18日時点） 

26銘柄（健康経営銘柄2018） 
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労働関係の認証制度の事例（認証基準） 

ユースエール認定（厚生労働省） 

次の基準を全て満たすこと。 
[1] 若者対象の正社員募集を行っていること    [2] 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること  
[3] 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定しており、離職率・月平均所定外労働時間・月平均法定時間外労働が一定以下であって、
かつ、有給休暇取得率・年間取得日数・男性労働者の育児休業等取得者・女性労働者の育児休業等取得率が一定以上であること 

[4] 以下の雇用情報項目について公表していること 
・新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数 
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定の制度の有無とその内容 
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数（男女別）、役員・管理職
の女性割合 

安全衛生優良企業（厚生労働省） 

[1]必要項目第１及び第２を全て満たすこと 
第１ 企業の状況として満たしていることが必要な15項目（例：過去３年以内に労働基準関係法令違反で送検されていないこと） 
第２ 企業の取組として満たしていることが必要な10項目（例：企業トップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化して
いること） 

[2]評価項目について、分野別の点数の合計が６割以上、かつ、総合点が８割以上であること 
例：１ 安全衛生活動を推進するための取組状況（全５項目、全５点） 

① 主要な事業場ごとに安全衛生に関して従業員が主体となって行う取組を支援しているか（1.5点）  等 
２ 健康で働きやすい職場環境の整備  ２－２ メンタルヘルス対策の取組状況（全８項目、全10点） 
① 従業員に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自社の傾向の把握や職場改善を行っているか（１点）  等 

えるぼし認定（厚生労働省） 

次の５つの評価項目のうち、基準を満たす数により段階が決まる。 
（５基準全て満たす場合：３段階目、３つ又は４つの基準を満たす場合：２段階目、１つ又は２つの基準を満たす場合：１段階目） 
[1]採用、[2] 継続就業、 [3]労働時間等の働き方、[4]管理職比率、[5]多様なキャリアコース 



中小企業に対する障害者雇用施策について 

○雇用ゼロ企業等に対する企業向け「チーム支援」 

…障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している雇用ゼロ企業に対して、企業ごとのニーズに合わせた支援計画

を作成し、準備段階から採用後の定着支援まで一貫して企業の障害者雇用を支援する。 

○障害者雇用人材ネットワーク事業 

…事業主が雇用する障害者に対して障害特性等を踏まえた合理的配慮を適切に行えるよう、障害者雇用に知見の

ある企業ＯＢ等の紹介・派遣等を行う。 

○ジョブコーチ支援 

○報奨金 

…常用労働者100人以下の事業主に対して、報奨金を支給（障害者を４％又は６人のいずれか多い人数を超えて雇

用する場合、超過１人月額２万１千円支給）。 

○一部の助成金において、中小事業主に対しては支給額を増額   など 
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○週20時間未満勤務の障害者への対応 

…週20時間未満勤務（常用労働者の場合）の障害者に係る所定労働時間等に応じて、障害者雇用納付金制度にお

ける負担の調整を行う仕組みを、制度上組み込むことが考えられるのではないか。 

○障害者の働きやすい環境を整備する中小企業の認証制度の創設 

…障害者雇用に関する取組をしている中小企業を公的に評価するというのはどうか。 

○在宅就業支援制度の見直し（雇用ゼロ企業における活用、施設外就労の受入評価） 

…障害者雇用に取り組んでいない企業も、在宅就業障害者支援制度を活用できることとしてはどうか。また、企業が

施設外就労で障害者を受け入れる場合に、発注等に対する経済的メリットを付与することはどうか。 

既存の中小企業に対する障害者雇用施策 

研究会において意見が出された、中小企業支援 



障害者雇用納付金制度について 

法定雇用率 
未達成企業 

法定雇用率 
達成企業 

※ 障害者雇用促進法に基づき、少なくとも5年ごとに労働者及び失業者並びに障害者数の総数の割合の推移を勘案して政令で設定。 

 雇用率未達成企業（常用労働者１00人超）から納付金を徴収し、雇用率達成企業などに対して調整金、報

奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給。 

雇用 
障害者数 

雇用 
障害者数 

「納付金」の徴収 
【不足１人当たり 月額５万円】 

法定雇用率※ 
相当数 

未達成 

達 成 

（常用労働者100.5～200人の事業主は、不足
１人あたり月額４万円） 

未達成企業 

達成企業 

「調整金」の支給 
【超過１人当たり 月額２万７千円】 

「報奨金」の支給 
（常用労働者100人以下） 

【超過１人当たり 月額２万１千円】 

その他 

「助成金」の支給 
（設備等に対し） 
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制度上は雇用義務のかかる 
全ての事業主が対象となるもの 

障害者雇用納付金制度の適用範囲について 

○ 障害者雇用納付金制度は、原則として、障害者雇用義務のある全ての事業主に適用される。 

○ 一方で、企業の負担能力の観点から、当分の間、300人以下の企業については、法定雇用率は適用しつつも、障害者

雇用納付金の対象からは外すこととした。 
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常用雇用労働者 
200人超300人以下の事業主 
納付金５万円⇒４万円 

平成20年法改正 

常用雇用労働者 
100人超200人以下の事業主 
納付金５万円⇒４万円 

昭和51年～ 
常用労働者300人超 

平成22年７月～ 
常用労働者200人超 

平成27年４月～ 
常用労働者100人超 平成32年３月 

適用範囲の変遷 

適用範囲を設けた趣旨 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）      ※〔 〕内は事務局で記載したもの。 

   附 則 

（雇用する労働者の数が百人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置） 

第四条 その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主（特殊法人を除く。以下この条において同じ。）について
は、当分の間、第四十九条第一項第一号〔納付金関係業務のうち調整金支給に係る業務〕、第五十条〔調整金の支
給〕並びに第三章第二節第二款〔納付金の徴収〕及び第四節〔在宅就業に関する特例〕の規定は、適用しない。 

２～９ （略） 
  



他国における調整金制度 
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 フランスにおける調整金制度 

 従業員20名以上の事業所ごとに、全従業員の６％に該当する数の障害者を雇用しなければならない。 

 障害者を雇用する企業には、雇用義務未達成の企業から徴収された納付金を原資として、助成金・支援金が出るが、調整

金の制度はない。 

 従業員20人以上の企業ごとに、全従業員の５％に該当する数の障害者を雇用しなければならない。 

 納付金を原資として、各州が運営する給付金制度がある。 

① 障害者本人に対する給付金 

 ・ 技術的な労働援助 

 ・ 通勤のための援助 

 ・ 自営による職業的自立と維持のための援助（自営者を対象に貸付金と利子を補助） 

 ・ 障害に応じた住居の購入・装備・維持のための援助 
 ・ 職業上の知識と技能を取得し、向上させるための措置に参加するための援助 
 ・ 必要なジョブアシスタント など 

② 雇用主に対する給付金 
  ・ 労務提供減少の調整の給付金 
  ・ ジョブアシスタントを雇用する場合の給付金 
  ・ 障害に応じた職場整備のための給付金 
  ・ 雇用創出のための給付金 

  ・ 職業訓練料  など 

 ドイツにおける調整金制度 



納付金の対象拡大による雇用状況への影響 

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

企業規模別・実雇用率の推移 企業規模別・達成企業割合の推移 
（％） （％） 

○ 障害者雇用納付金について、２００人超３００人以下の企業については平成２２年度から、１００人超２００人以下の企業
については平成２７年度から、それぞれ納付義務の対象に拡大してきている。 

〇 納付義務のかからない１００人以下の企業と比べ、義務拡大の時期等に、雇用状況が大きく改善する様子が見られる。  

納付金対象拡大 
300人超→200人超 

納付金対象拡大 
200人超→100人超 

納付金対象拡大 
300人超→200人超 

納付金対象拡大 
200人超→100人超 
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56～100人未満        100～200人未満        200～300人未満        300～500人未満 

法定雇用率 
1.8％→2.0％ 



常用労働者100人以下の企業における障害者雇用状況 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50～100人企業 

○ 常用労働者が１００人以下の企業のうち、全体の約４分の１の企業は、法定雇用義務を超えて障害者雇用に取り組ん
でいるものの、ごく一部の報奨金の対象となる事業所をのぞき、調整金等のような雇用に伴う特別な費用負担を調整す
るための措置は用意されておらず、１００人以上の企業における障害者雇用と比べ重い負担となっている。 

※ 平成29年障害者雇用状況報告をもとに、法定雇用率が2.2％又は2.0％である場合の達成状況を推計。 

常用労働者100人以下の企業における障害者雇用状況 100人超の企業であれば 
調整金の対象となる 

不足0人 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50～100人企業 

不足2 不足1.5 不足1 不足0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5～3.5 4.0～4.5 5～ 

不足0人 

23.7％ 

25.7％ 

44.2％ 

46.5％ 

＜現行の法定雇用率2.2％で、昨年実績をもとに推計した場合＞ 

＜調査時点（平成29年）での法定雇用率2.0％で推計した場合＞ 



論点（中小企業における障害者雇用の推進） 

○ 中小企業における障害者雇用を推進する観点からは、障害者の働きやすい環境を整備する中小企業の認証制度を

創設し、企業PRでの活用や、各種支援策の要件としていくこと等により、障害者雇用に取り組む企業の活動への後押

しを進めることが考えられるのではないか。 

 

○ 加えて、これまでに議論されてきた週２０時間未満勤務の障害者への対応や在宅就業障害者支援制度の見直し等

については、フルタイムでの障害者雇用が困難であったりハードルが高いと感じる中小企業にとっても、障害者雇用や

就労への取組が進みやすくなるという側面もあるのではないか。 

 

○ こうした取組を進めて行くとともに、あわせて、１００人以下の企業のうち、法定雇用義務を超えて障害者を雇用する

企業が全体の４分の１を占めている中で、これらの企業については、障害者雇用に伴う経済的負担を継続的に調整す

る仕組みが設けられていないが、中小企業における障害者雇用を進めるためには、上記の新たな取組に加え、１００

人超の企業と同様に、障害者雇用の取組に対する支援を継続的に実施する仕組みが求められているのではないか。 

  具体的には、１００人以下の企業に対する調整金の支給及び納付金の納付についても検討を進めることが考えら

れるが、その際には、対象企業としては、５０人以上の規模の企業に限定することが考えられるのではないか。 

13 

◎ 中小企業における障害者雇用の推進に向けた対応の方向性について、前回までの議論も含め具体的には次のよう

な論点があるが、どのように考えるか。 
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論点３ その他、制度の在り方について 



論点１ 多様な働き方のニーズ等に対応した障害者の働き方の質の向上 

  １－１ 障害者の職業生活の自立の推進 

（障害者全般、中高年齢障害者、精神障害者等） 

  １－２ 週２０時間未満勤務の障害者への対応 

  １－３ 在宅就業等の雇用以外の働き方をする障害者への対応 

（在宅就業支援制度等について） 

  １－４ 地域の支援機関の連携促進や各種支援策の在り方 等 

論点２ 中小企業における障害者雇用の推進 

論点３ その他、制度の在り方について 

本研究会において今後検討を行って頂きたい論点 
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ヒアリング等において出された意見（障害者雇用調整金） 

○ 障害者雇用調整金に関して、関係団体等からのヒアリングやこれまでの研究会での議論において、次のような意見が出

たところである（中小企業に対する障害者雇用促進に係る意見を除く）。 

 

（障害者雇用納付金） 

・ 雇用率未達成の際の納付金額を大幅増額する。事業規模により基準を設ける。大企業には適正な規模を求める。 

・ 障害者雇用納付金について、その対象企業は100名以上ではなく障害者雇用率の義務のある事業主まで拡大すべき

ではないか。（再掲） 

・ 納付金が、障害者雇用にあたり事業主間の経済的負担を調整することを目的としているのであれば、金額を上げる必

要があると思われる。（再掲） 

 

（障害者雇用調整金・報奨金） 

・ 就労継続支援Ａ型については、障害福祉報酬と労働政策の双方から支援措置が講じられているが、その利用者につい

ては、通常の一般雇用とは異なることから、調整金・報奨金の対象から除外することが考えられる。 

・ 納付金財政の支出のうち、調整金が占める割合が非常に高いことを踏まえ、また、企業に対する更なるインセンティブ

を付与する意味からも、調整金を一律に支給するのではなく、法定雇用率を超えて雇用されている障害者数の割合に応

じて支給額にメリハリをつけてはどうか。（再掲） 

・ 厳しい経営環境に置かれている中小企業における障害者雇用が更に進むよう、報奨金や調整金の額を増額することも

検討すべきではないか。（再掲） 
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企業規模別の納付金・調整金の状況 
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30% 

35% 

14% 

17% 

13% 

18% 

11% 

14% 

31% 

15% 
障害者雇用納付金 

(全26,555社) 

障害者雇用調整金 

(全12,097社) 

※ 障害者雇用納付金・調整金とも、平成２８年度決算をもとに、企業規模別に納付額・支給額の割合を算出。ただし、２００人以下企業の納付金の額については、
現行の月額４万円ではなく、平成３２年度以降の月額５万円（他の規模の企業と同額）と想定した上で算出している。 

※ 括弧内は、企業数。なお、このほかに、納付も支給もない、いわゆる「ゼロ申告企業」が９，５５２社ある。 

(13,091社) (5,027社) (3,926社) (2,651社) (1,552社) 

(5,571社) (2,219社) (1,696社) (1,319社) (1,292社) 

○ 障害者雇用納付金と調整金について、従業員規模が1,000人以下の企業であれば、100.5～200人の企業から、 

500.5～1,000人の企業までいずれも、規模別の納付金の納付額と調整金の支給額の割合に大きな差は生じていない。 

○ 他の規模と比べて、1,000人超の企業については調整金の支給を受ける割合が非常に多くなっており、構造的には、

1,000人以下で障害者を雇用していない企業が、1,000人超の障害者を雇用する企業を支える構図となっている。 

100.5～ 
200人企業 

200.5～ 
300人企業 

300.5～ 
500人企業 

500.5～ 
1,000人企業 

1,000人超 
企業 

障害者雇用納付金及び調整金の企業規模別納付・支給割合 

50% 



障害者雇用調整金の支給実績（企業規模別） 
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○ 障害者雇用調整金について、大企業の場合には特に、超過人数の多い一部の企業に対して集中する傾向がある。 

２１８億円 

２１８億円 

７２億円 

７２億円 

１３４億円（61.2％） 

１６６億円（76％） 

２６億円 
（35.2％） 

４４億円 
（60.9％） 

20人以上超過する企業へ支給 

50人以上超過する企業へ支給 

20人以上超過する企業へ支給 

50人以上超過する企業へ支給 

超過20人以上の分 ５４億円（24.9％） 

超過50人以上の分 ２７億円（12.2％） 

超過20人以上の分 ３０億円（40.8％） 

超過50人以上の分 １４億円（19.8％） 

８４億円（38.8％） 

５２億円（24.0％） 

４６億円（64.3％） 

２８億円 
（39.1％） 

全企業 
規模 

大企業 
（1,000人以上） 

障害者雇用調整金の支給実績（企業規模別） 

※ 平成29年障害者雇用状況報告をもとに推計.。 



障害者雇用調整金の支給実績（中小企業） 
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○ 障害者雇用調整金について、中小企業のうち社会福祉法人については、A型事業所を運営していること等もあって超過

人数の多い一部の法人に集中する傾向も見られる。（大企業に比較して、中小企業一般にはそうした傾向は見られない） 

９７億円 

９７億円 

３０億円 

３０億円 

７３億円（75.1％） 

８２億円（84.5％） 

１４億円 
（45.6％） 

１９億円 
（63.1％） 

20人以上超過する企業へ支給 

50人以上超過する企業へ支給 

20人以上超過する企業へ支給 

50人以上超過する企業へ支給 

超過20人以上の分 １５億円（15.9％） 

超過50人以上の分 １１億円（11.2％） 

超過20人以上の分 １１億円（36.3％） 

超過50人以上の分 ５億円（17.5％） 

２４億円（24.9％） 

１５億円（15.5％） 

１６億円（54.4％） 

１１億円 
（36.9％） 

中小企業 
（300人以下） 

障害者雇用調整金の支給実績（中小企業） 

※ 平成29年障害者雇用状況報告をもとに推計.。 

中小企業 
（300人以下） 

かつ 
社会福祉法人 



就労継続支援Ａ型事業所の経営状況 
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○ 利用者数別の事業所数をみると、最も多いのは利用者数11～20名の事業所であり、平均利用者数は１８．５人となって

いる。 

○ 平均的なＡ型事業所が受け取る障害報酬（基本報酬のみ）を試算すると、月額で約２４０万円、年額で約３,０００万円と

なる。 

（出典）ＮＰＯ法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会 
「就労継続支援Ａ型事業所全国実態調査結果」 
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利用者数別事業所数（ｎ=942） 

平均利用者数 18.5人 

Ａ型事業所が受け取る最低限の障害報酬（月額）の試算 

 

○前提条件 

 ・ 定員２０人、利用者１９人 

 ・ 全利用者が、１月に２２日間、フルタイムで利用 

 ・ 基本報酬単価（Ｈ27年度からH29年度までの単価） 

   就労継続支援Ａ型サービス費（Ⅰ） ５８４単位／日 

   ※定員２０人以下の場合 

   ※１単位あたり１０円 

    

 

○Ａ型事業所が受け取る基本報酬（月額） 

 ５８４単位 × １０円 × ２２日 × １９人 

 ＝ ２４４万１,１２０円 

 

○Ａ型事業所が受け取る基本報酬（年額） 

 ２４４万１,１２０円 × １２か月 ＝ ２,９２９万３,４４０円 

報奨金の試算 
 
・この事業所が一法人であると仮定。 
・従業者６人（∵経営実態調査より、１Ａ
型事業所当たり従業員数5.54人） 
 
○報奨金（月額） 
 超過１３人×2,1000円＝27万3,000円 
 
○報奨金（年額） 
 27万3,000円×12月＝327万6,000円 



就労継続支援Ａ型事業所の報酬実績 
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○ 就労継続支援Ａ型事業所の報酬実績（平成３０年１月）をみると、一事業所当たりの基本報酬は、約１８０万円となって

いる。また、約半分の事業所が施設外就労加算を受けており、一事業所当たりの報酬は約１６万円となっている。 

○ 一事業所当たりの報酬総額は、月約200万円、年間で約2,400万円となる。 

報酬 報酬額 利用者数 事業所数 
一事業所当た
り報酬額 

基本報酬（就労継続支援Ａ型サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）） 7,316,719,673  69,378  4,116  1,777,629 

主な加算 

就労移行支援体制加算 
⇒ 一般就労等へ移行した後、継続して６月以上就労している者が前年度に
おいて定員の５％を超えている場合 

32,825,300  6,533  302  108,693 

施設外就労加算 
⇒ 一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合 

325,592,123  25,284  2,052  158,671 

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ） 
⇒Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合 
⇒Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合 
⇒Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合 

51,454,423  35,765  1,849  27,828 

報酬総額（平成30年1月分） 8,302,143,096  － － 2,017,042 

（出典）国保連データ（平成30年１月） 
※ 重度者支援体制加算については（Ⅰ）及び（Ⅱ）の合計、福祉専門職員配置等加算については（Ⅰ）、（Ⅱ）及び（Ⅲ）の合計を掲載している。 
※ 一事業所当たり費用額は、費用額を事業所数で単純に割ったもの。報酬総額の一事業所当たり報酬額を出す際は、基本報酬を算定した事業所数を使用。 



障害者の雇用に伴う費用（雇用障害者数別） 
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○ 雇用障害者数が１～３人程度である企業においては、障害者を１人雇用するのに要する費用は約５万円前後である

が、雇用障害者数が増えるにつれて、障害者１人当たりの費用は逓減する傾向にある。 

42,078  

56,602  
53,256  

28,090  

37,449  

22,028  
19,984  

10,707  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1 2 3 4～13 14～23 24～33 34～43 44～53 

障害者をｎ人雇用する事業所（常用労働者300人以下）において、 
障害者を１人雇用するのに要する費用 

その企業で障害者を何人雇用しているか 

（円） 

（人） 

※ 平成29年度に行った特別費用調査を用いたもの。 



論点（障害者雇用調整金の在り方について） 

  

◎ 障害者雇用調整金及び納付金については、これまで出された意見等を踏まえると、対応の方向性について、具体的

には次のような論点があるが、どのように考えるか。 

○ 障害者雇用調整金については、社会連帯の名の下、障害者雇用に係る設備整備等の特別な費用負担を社会全体

で調整するという目的を超える支給となっている部分もあるのではないか。特別費用調査の結果においても、基本的

には、より多くの障害者を雇用する場合の追加的費用は逓減していくことを前提にした議論をすることが考えられるの

ではないか。 

 

○ 大企業の場合には障害者を雇用する前提である経営基盤が既に比較的安定していること等から、一定人数分を上

限とすることが考えられるのではないか。また、就労継続支援A型事業所については、障害福祉サービスの報酬として

運営費を投入されていること等を踏まえると、調整金を全額支給することとしている現行のルールについて、どのよう

に評価すべきと考えるか。 

 

○ これらの大企業等に支給されていた調整金の原資を活用し、週２０時間未満勤務の障害者や在宅就労・施設就労に

対する発注の促進を含め、中小企業における障害者雇用の促進のための環境整備等を着実に進めていくことによっ

て、障害者雇用ゼロ企業を減少させる等、障害者と共に働くことが当たり前の社会にしていくための取組を一層進めて

行くことが考えられるのではないか。 
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